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②弁理士の業務への「標準化」「データ利活

用」関連の追加

我が国の産業競争力の維持・向上を図る上

で、標準やデータを戦略的かつ積極的に活用

することは、極めて重要な課題となっており、

特に、内部の人材資源に乏しい中小企業に

とっては、標準化やデータの利活用について、

有益な知見を与えてくれる外部人材、取り分

け、弁理士に対する期待は大きい。

このような現状を踏まえ、弁理士が、デー

タの利活用や企業等による規格（JIS等）の

案の作成に関して、知財の観点から支援する

業務を行うことについて明確化した。

③新規性喪失の例外期間（グレース・ピリオ

ド）の延長

第 4次産業革命の進展に伴い、他社の技

術を利用するオープン・イノベーションによ

る共同研究や産学連携が活発化する中、本人

以外の者による公開によって発明の新規性を

喪失するリスクが上昇している。このため、

特許を受ける権利を有する者の意に反して、

又は本人の行為に起因して発明の新規性が喪

失された場合、6か月以内に特許出願を行え

ば例外として救済する措置について、当該例

外期間（グレース・ピリオド）を6か月から

1年に延長した。

況とは言えず、国による施策が必要とされて

いる状況である。

特許庁においては、現在も中小企業等を対

象とした特許料金の軽減措置を設けている

が、対象が赤字法人や研究開発型中小企業等

に限定されている。また、大学や TLO等の試

験研究機関を対象とした国際出願に係る料金

の軽減措置は存在しない。さらに、軽減措置

を受けるための提出書類が多く手続が煩雑で

あるなど、軽減措置が十分に活用されている

とはいえない状況にある。

このため、今般、中小企業等を対象とし、

審査請求料や特許料（1～10年分）、国際出

願関連手数料の一律半減制度を特許法で措置

した。特に、「福島イノベーション・コースト

構想」を推進する中小企業に対しては、当該

構想の実現を通じ福島浜通りの新産業創出を

目指すため、特許料金を1/4まで軽減する予

定である。また、大学や TLO等の試験研究機

関を対象とした、審査請求料・特許料の軽減

制度を拡充し、新たに国際出願関連手数料の

半減制度を国際出願法で措置した。

さらに、軽減申請の手続を簡素化し、中小

企業等の知財活動の活発化を目指す。
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②意匠の優先権書類のオンライン交換制度

の導入

最初に意匠出願した国への出願日を、その

後に出願した他の国でも出願日とすることがで

きる制度（パリ条約による優先権制度）につ

いて、必要書類のオンラインでのやり取りを

認めるよう措置した。

③商標登録出願手続の適正化

商標登録出願手続を適正化するため、商標

法第10条 1項が定める分割出願の要件に、

出願手数料の納付を新たに含めるよう措置し

た。

②判定における営業秘密の保護

特許庁における判定制度の関係書類に営業

秘密が記載されている場合に、その書類の閲

覧を制限できる措置を導入した。

（3）手続の簡素化等によるユーザーの利便
性向上

①クレジットカードによる特許料等納付

特許料等及び手数料の納付方法について

は、現行制度上、特許印紙、特許印紙予納、

現金納付、電子現金納付及び口座振替が認め

られているが、クレジットカードによる納付は

認められていないところ、クレジットカードに

よる納付が認められるよう措置した。

見ることにより行う手続）で書類・検証物の

提出の必要性を判断することを可能とすると

ともに、インカメラ手続によりあらかじめ提示

させた書類について、裁判所が必要と認める

ときは、当事者の同意を得て、公正・中立な

第三者の技術専門家である専門委員に開示す

ることを可能とする措置を講じた。

（2）知財紛争処理の拡充

①証拠収集手続の強化

特許権侵害訴訟では、一般に、侵害行為を

立証するための証拠が被疑侵害者側に偏在

し、侵害の立証が困難であるという問題が指

摘されている。これを受け今般の法改正では、

書類提出命令・検証物提示命令に際し、裁

判所がインカメラ手続（裁判所のみが書類を

赤字は法改正による追加箇所

2-8-1図  書類提出命令におけるインカメラ手続の概要




